


【国保】 

E-1 画像診断 

 

《平成２６年１月３０日新規》 

《令和元年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

原則として、慢性関節リウマチの病名で膝関節、足関節、手関節など左

右の関節にそれぞれレントゲン撮影を実施した場合、左右患側であれば

別々に算定することは認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

原則として、慢性関節リウマチの病名で膝関節、足関節、手関節など左

右の関節にそれぞれレントゲン撮影を実施した場合、左右患側であれば同

一部位でないため別々に算定することは認められる。 

 

○ 留意事項 

経過観察の段階において、継続的に左右別々に算定することは認められ

ない場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


